
広
島
県
税
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
規
則
第
四
十
六
号 

広
島
県
税
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
広
島
県
税
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
税
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
中
「
第
六
十
二
条
、
第
七
十
四
条
の
三
」
を
「
第
六
十
二
条
、
第
七
十
一
条
の
五
の
二
、
第

七
十
四
条
の
三
、
第
百
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
二
項
第
七
号
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
中
「
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

四
十
一
条
の
十
八
の
三
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
「
並
び
に
租

税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特

定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
七
項
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
四
十
八
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条
の
二
第
五
号
中
「
（
条
例
附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

」
及
び
「
（
申
請
書
）
」
を
削
り
、 

「
第
四
十
八
号
の
四 

 

第
四
十
八
号
の
七
」 

を
「
第
四
十
八
号
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第 

六
号
中
「
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
申
告

書
）
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「

第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
の
二
及
び
第
九
号
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中
「
第
六

十
四
条
の
三
第
八
項
」
を
「
第
六
十
四
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第

十
一
号
中
「
第
六
十
四
条
の
三
第
九
項
」
を
「
第
六
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十

号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
の
二
か
ら
第
十
二
号
の
二
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
中
「
第
十
三
条
第
四 

項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
、 

「
第
四
十
八
号
の
二
十 

 

第
四
十
八
号
の
二
十
一 

 

第
四
十
八
号
の
二
十
三
」 

を
「
第
四
十
八
号
の
二
十 

 

第
四
十
八
号
の
二
十
三
」 

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
中
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同

条
第
十
六
号
中
「
第
六
十
五
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
六
十
五
条
第
四
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
の
二
及
び
第
十
七
号
を
削
り
、
同
条
第
十
八
号

中
「
第
六
十
五
条
第
十
項
」
を
「
第
六
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条

第
十
九
号
中
「
第
六
十
五
条
第
十
一
項
」
を
「
第
六
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号

と
し
、
同
条
第
十
九
号
の
二
か
ら
第
二
十
号
の
二
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
第
十
三
条
第
四 

   

項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
、 

「
第
四
十
八
号
の
四 

 

第
四
十
八
号
の
七 

 

第
四
十
八
号
の
九 

 

第
四
十
八
号
の
十 

   

を  

「
第
四
十
八
号
の
四 

 

第
四
十
八
号
の
九 

 

第
四
十
八
号
の
十 

   

に
改
め
、
同 



 

第
四
十
八
号
の
十
一 

 

第
四
十
八
号
の
十
四 

 

第
四
十
八
号
の
十
五
」 

 

第
四
十
八
号
の
十
一 

 

第
四
十
八
号
の
十
五
」 

 

号
を
同
条
第
十
七
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
中 

「
第
四
十
八
号
の
十
六 

 

第
四
十
八
号
の
十
六
の
二 

 

第
四
十
八
号
の
十
七 

 

第
四
十
八
号
の
十
七
の
二
」 

を
「
第
四
十
八
号
の
十 

六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
す
る
。 

第
二
十
九
条
中
「
、
条
例
附
則
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
十
四
条
」
を
削
り
、

「
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
四
項
」

を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
、
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
六
」
及
び
「
、
別
記
様
式
第
五
十
一

号
の
十
の
二
、
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
一
」
を
削
り
、
「
、
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
三
、
別
記

様
式
第
五
十
一
号
の
十
三
の
二
、
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
四
若
し
く
は
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十

五
」
を
「
若
し
く
は
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
三
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
中
「
第
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



第
号
の

（
第

1
8
条

関
係

）
 

 

特
別
徴
収
義
務
者
番
号
 

担
当
者
 

※処理 

 
 

平
成

 
年
 
月
 

日
 

広
島
県
 
 

 
県
税
事
務
所
長
様

 

 

特
別
徴
収
義
務
者

 

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 
 

 

名
 
 
 
 
称
 
 

 

代
表
者
の
氏
名
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
㊞

 

 

更
正

の
請

求
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
子
割

地
方
税
法
第

20
条
の

9
の

3
の
規
定
に
よ
り
，
県
民
税
の
配
当
割
   

 
 
 
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
更
正
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 株

式
等
譲
渡
所
得
割
 

請
求
を
し
ま
す
。
 

 実
績

年
月

 
 
 
 
 
 

受
付

印

 

利
子

等
又

は
 
 
 
 
 
 
 

配
当
等
の
種
類
 

項
 
 
 
 
 
 
目
 

更
正
の
請
求
前
 

更
正
の
請
求
後
 

課
税
分
支
払
額
又
は

課
税

分
支

払
金

額
 
 
 
 
 
 
 
 

 

円
 

円
平
成
 

年
 

月
 

 
税

額
 
 
 
 
 
 
 
 

 
円

 
円

課
税
分
支
払
額
又
は

課
税

分
支

払
金

額
 
 
 
 
 
 
 
 

 

円
 

円
平
成
 

年
 

月
 

 
税

額
 
 
 
 
 
 
 
 

 
円

 
円

課
税
分
支
払
額
又
は

課
税

分
支

払
金

額
 
 
 
 
 
 
 
 

 

円
 

円
平
成
 

年
 

月
 

 
税

額
 
 
 
 
 
 
 
 

 
円

 
円

こ
の

更
正

の
請

求
を

す
る

理
由

及
び

請
求

を
す

る
に

至
つ

た
事

情
の

詳
細

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
 

 

金
融

機
関

・
支

店
等

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

預
金
種

別
 
 
普
通

・
当
座
・
そ

の
他

 
 
 

還
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

金
融

機
関
名
等
 

口
座

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

口
座

名
義
（

フ
リ

ガ
ナ

）
 

(
注
)
1
 
※
印
欄
は
，
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

 
 

2
 

利
子

割
に

つ
い

て
更

正
の

請
求

を
す

る
場

合
で

あ
つ

て
，

複
数

の
営

業
所

等
に

係
る

も
の

を
一

括
納

入
し

て
い
る
場
合
に
は
，
各
営
業
所
等
別
の
明
細
書
を
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
 

3
 

様
式

等
譲

渡
所

得
割

に
つ

い
て

更
正

の
請

求
を

す
る

場
合

に
は

，
「

利
子

等
又

は
配

当
等

の
種

類
」

欄
の

記
入
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 
4 

参
考
と
な
る
事
項
に
資
料
が
あ
る
場
合
は
，
こ
れ
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

 

備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列

4
と
す
る
。

 



別
記
様
式
第
三
十
八
号 

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（裏） 



 

(裏
)
 

 
申
請
書
に
は
，
次
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
区
分
に
応
じ
，
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

 

寄
附
金
の
区
分

 
書

類
 

1
 

所
得

税
法

(
昭

和
4
0
年

法

律
第

3
3
号

)
第

7
8
条

第
2
項

第
2号

に
規
定
す

る
財
務
大

臣
が
指
定
し
た
寄
附
金

 

(
1
)
 

所
得

税
法

施
行

令
(
昭

和
4
0
年

政
令

第
9
6
号

)
第

2
1
6
条

第
2
項

に
規

定
す

る

財
務
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

 

(
2
)
 
寄
附
金
の
使
途
を
記
載
し
た
書
類
 

(
3
)
 

寄
附

金
の

募
集

の
目

的
及

び
目

標
額

並
び

に
そ

の
募

集
の

区
域

及
び

対
象

を
記
載
し
た
書
類

 

(
4
)
 

本
県

に
お

け
る

過
去

2
年

以
内

の
活

動
実

績
を

証
す

る
書

類
及

び
今

後
2
年

以
内
の
活
動
予
定
を
記
載
し
た
書
類

 

2
 

所
得

税
法

第
7
8
条

第
2
項

第
3
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
 

(
1
)
 

申
請

者
が

所
得

税
法

施
行

令
第

2
1
7
条

第
1
項

第
1
号

の
2
に

掲
げ

る
法

人
に

該
当

す
る

場
合

に
は

，
地

方
独

立
行

政
法

人
法

(
平

成
1
5
年

法
律

第
1
1
8
号

)

第
7
条

に
規

定
す

る
総

務
大

臣
又

は
都

道
府

県
知

事
の

認
可

を
受

け
た

こ
と

を
証
す
る
書
類

 

(
2
)
 

申
請

者
が

所
得

税
法

施
行

令
第

2
1
7
条

第
1
項

第
3
号

に
掲

げ
る

法
人

に
該

当
す

る
場

合
に

は
，

公
益

社
団

法
人

及
び

公
益

財
団

法
人

の
認

定
等

に
関

す

る
法

律
(
平

成
1
8
年

法
律

第
4
9
号

)
第

4
条

に
規

定
す

る
行

政
庁

の
認

定
を

受

け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

(
3
)
 

申
請

者
が

所
得

税
法

施
行

令
第

2
1
7
条

第
1
項

第
4
号

に
掲

げ
る

法
人

に
該

当
す

る
場

合
に

は
，

私
立

学
校

法
(
昭

和
2
4
年

法
律

第
2
7
0
号

)
第

3
1
条

に
規

定
す
る
所
轄
庁
の
認
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

 

(
4
)
 

申
請

者
が

所
得

税
法

施
行

令
第

2
1
7
条

第
1
項

第
3
号

，
第

5
号

及
び

第
6
号

に
該
当
す
る
場
合
に
は
，
当
該
申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書

 

(
5
)
 
申
請
者
の
定
款
又
は
寄
附
行
為

 

(
6
)
 
申
請
者
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

 

(
7
)
 

申
請

者
の

申
請

の
日

を
含

む
事

業
年

度
開

始
の

日
前

1
年

以
内

に
開

始
す

る
事
業
年
度
の
収
支
決
算
書

 

(
8
)
 

本
県

に
お

け
る

過
去

2
年

以
内

の
活

動
実

績
を

証
す

る
書

類
及

び
今

後
2
年

以
内
の
活
動
予
定
を
記
載
し
た
書
類

 

3
 

所
得

税
法

等
の

一
部

を

改
正
す
る
法
律

(
平

成
2
0
年

法
律
第

23
号
)
附

則
第

5
5
条

の
規

定
に

よ
り

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

こ
と

と
さ

れ
る
同
法

第
8
条

の
規
定
に

よ
る

改
正

前
の

租
税

特
別

措
置

法
第

4
1条

の
1
8の

2第

1
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

寄

附
金

と
み

な
さ

れ
る

特
定

地
域

雇
用

等
促

進
法

人
に

対
す
る
寄
附
金

 

(
1
)
 

地
域

再
生

法
(
平

成
1
7
年

法
律

第
2
4
号

)
第

1
9
条

第
1
項

に
規

定
す

る
特

定

地
域

雇
用

等
促

進
法

人
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

(
同

項
の

認
定

地

方
公

共
団

体
が

認
定

を
受

け
た

同
法

第
8
条

第
1
項

に
規

定
す

る
認

定
地

域
再

生
計

画
(
当

該
特

定
地

域
雇

用
等

促
進

法
人

に
係

る
認

定
地

域
再

生
計

画
に

限
る
。
)
の
区
域
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
 

(
2
)
 

本
県

に
お

け
る

過
去

2
年

以
内

の
活

動
実

績
を

証
す

る
書

類
及

び
今

後
2
年

以
内
の
活
動
予
定
を
記
載
し
た
書
類

 

 

4
 

租
税

特
別

措
置

法
(昭

和

3
2
年

法
律

第
2
6
号

)
第

4
1
条

の
1
8
の

2
第

2
項

に
規

定
す

る
特

定
非

営
利

活
動

に
関

す
る
寄
附
金
 

(
1
)
 

租
税

特
別

措
置

法
第

6
6
条

の
1
1
の

2
第

3
項

に
規

定
す

る
国

税
庁

長
官

の
認

定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

 

(
2
)
 

申
請
者
の
定
款

 

(
3
)
 
申
請
者
の
申
請
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

 

(
4
)
 

申
請

者
の

申
請

の
日

を
含

む
事

業
年

度
開

始
の

日
前

1
年

以
内

に
開

始
す

る
事
業
年
度
の
収
支
決
算
書

 

(
5
)
 

本
県

に
お

け
る

過
去

2
年

以
内

の
活

動
実

績
を

証
す

る
書

類
及

び
今

後
2
年

以
内
の
活
動
予
定
を
記
載
し
た
書
類

 

 
 

 



別
記
様
式
第
三
十
九
号
の
二
の 

８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
9
 

「
県
民

税
に

係
る

も
の

」
欄

に
は

，
県

民
税

の
納

税
義

務
者
の

数
を

徴
収

方
法

の
別

ご
と

に
記
入

す
る

こ
と

。

な
お
，
複
数
の
徴
収
方
法
に
よ
り
県
民
税
を
徴
収
す
る
納
税
義
務
者
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
徴
収
方
法
の

欄
に
そ
の
数
を
記
入
す
る
も
の
と
し
，
徴
収
方
法
の
別
ご
と
に
重
複
し
て
計
上
し
な
い
こ
と
。
 

別
記
様
式
第
三
十
九
号
の
三
の 

７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
8
 

「
県
民

税
の

納
税

義
務

者
数

」
欄

に
は

，
県

民
税

の
納

税
義
務

者
の

数
を

徴
収

方
法

の
別

ご
と
に

記
入

す
る

こ

と
。
な
お
，
複
数
の
徴
収
方
法
に
よ
り
県
民
税
を
徴
収
す
る
納
税
義
務
者
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
徴
収
方

法
の
欄
に
そ
の
数
を
記
入
す
る
も
の
と
し
，
徴
収
方
法
の
別
ご
と
に
重
複
し
て
計
上
し
な
い
こ
と
。
 

別
記
様
式
第
四
十
二
号
中 

１
及
び 

２
を
削
り
、 

３
を 

２
と
し
、 

４
を 

３
と
し
、 

５
を 

４
と
し
、 

６
を 

５
と
し
、 

７
を 

６
と
し
、 

８
を 

７
と
し
、 

２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 
1
 

納
税
義

務
者

数
に

係
る

交
付

請
求

額
は

，
当

該
年

度
に

賦
課
決

定
を

さ
れ

た
個

人
の

県
民

税
の
納

税
義

務
者

の

数
に

3，
000

円
を
乗
じ
た
額
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
，
平
成

19
年
度
及
び
平
成

20
年
度
に
賦
課
決
定
を
さ
れ

た
も
の
に
つ
い
て
は

4，
000

円
を
，
平
成

21
年
度
及
び
平
成

22
年
度
に
賦
課
決
定
を
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
3，

300
円
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
た
額
と
す
る
。
 

別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
四
中
「第

53
条
第

52
項

」
を
「第

53
条
第

47
項

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
四
号
の
五
中

「第
50

項
 

 
第

51
項
 

 
第

52
項

」 

を 

「第
45

項
 

 
第

46
項
 

 
第

47
項

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
を
次
の
よ
う 

に
改
め
る
。 

 
1 

別
紙
と
し
て
法
第

53
条
第

45
項
若
し
く
は
第

46
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
か
ら
届
出
が
あ
つ
た
届
出
書
の
写
し

又
は
同
条
第

47
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
都
道
府
県
知
事
か
ら
通
知
が
あ
つ
た
通
知
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
四 

の 

４
⑵
イ
中
「新

築
し
た

」
を
「新

築
さ
れ
た

」
に
改
め
、
同
様
式 

の 

７
中
「第

73
条
の

14
第

6
項
か
ら
第

14
項
ま
で

」
を
「第

73
条
の

14
第

6
項
か
ら
第

10
項

ま
で

」
に
改
め
、
同
様
式 

の 

８
中
「第

73
条
の

27
の

4
第

1
項
，
第

3
項
，
第

5
項
，
第

7
項
，

第
9
項
若
し
く
は
第

11
項

」
を
「第

73
条
の

27
の

4
第

1
項

」
に
改
め
、
「，

第
73

条
の

27
の

7

第
1
項
若
し
く
は
第

2
項
，
第

73
条
の

27
の

8
第

1
項
，
第

73
条
の

27
の

9
第

1
項

」
を
削
り
、
「

附
則
第

11
条
の

4
第

1
項
，
第

3
項
若
し
く
は
第

5
項
」

を「
附
則
第

11
条
の

4
第

1
項
若
し
く
は
第

3
項

」
に
、
「附

則
第

13
条
第

4
項

」
を
「附

則
第

13
条
第

3
項

」
に
改
め
、
同
様
式 

の 
 

中
「

県
税
事
務
所

」
の
次
に
「（
本
所
又
は
分
室
）

」
を
加
え
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
五
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
八
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様
式
第

48
号
の

5
か
ら
様
式
第

48
号
の

8
ま
で
 
削
除
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
一
中
「第

11
条
の

4
第

5
項
 

第
11

条
の

4
第

6
項

」
を 

「第
11

条
の

4
第

3
項
 

第
11

条
の

4
第

4
項

」
に
改
め
る
。

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 

（注） 
11 

（裏） 

（裏） 

（裏） 

（注） 

（裏） 

（注） 



別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
三
中

「第
73

条
の

27
の

4
第

1
項
 

第
73

条
の

27
の

4
第

3
項
 

第
73

条
の

27
の

4
第

5
項
 

第
73

条
の

27
の

4
第

7
項
 

第
73

条
の

27
の

4
第

2
項
 

第
73

条
の

27
の

4
第

4
項
 

第
73

条
の

27
の

4
第

6
項
 

第
73

条
の

27
の

4
第

8
項
 

      に
お

い
て

準
用

す
る

第
7
3
条

の

 
 
 
 
 
 
 
 
〃
 

 
 
 
 
 
 
 
 
〃
 

 
 
 
 
 
 
 
 
〃
 

 

27
の

3
第

4
項
          

」 

を 

「第
73

条
の

27
の

4
第

1
項
 

 
第

73
条
の

27
の

4
第

2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

73
条
の

27
の

3
第

4
項

」 

 

に
、
「組

合
又
は
再
開
発
会
社

」
を
「再

開
発
会
社

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
三
の
二
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
様
式
第

48
号
の

14 
削
除
 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
六
の
二
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様
式
第

48
号
の

17 
削
除
 

 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
七
の
二
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
一
及
び
別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様
式
第

48
号
の

21
及
び
様
式
第

48
号
の

22 
削
除
 

 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
三
中
「第

11
条
の

4
第

5
項

」
を
「第

11
条
の

4
第

3
項
」

に
、
「

同
条
第

6
項

」
を
「同

条
第

4
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の 

２
中
「認

定
事
業
再
構
築
計
画
，
認
定
共
同

事
業
再
編
計
画
，
認
定
経
営
資
源
再
活
用
計
画
，
認
定
技
術
活
用
事
業
革
新
計
画
又
は
認
定
経
営
資
源
融

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
五
中 

「第
73

条
の

27
の

6
第

1
項
 

第
73

条
の

27
の

6
第

2
項

」
を 

「第
73

条
の

27
の

5
第

1
項
 

第
73

条
の

27
の

5
第

3
項
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
十
六
中 

「第
73

条
の

27
の

7
第

1
項
 

第
73

条
の

27
の

7
第

3
項

」
を 

「第
73

条
の

27
の

6
第

1
項
 

第
73

条
の

27
の

6
第

2
項
 

（注） 



合
計
画

」
を
「認

定
中
小
企
業
承
継
事
業
再
生
計
画

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
六
中 「

   

第
73

条
の

27
の

4 第
1
項
 

第
3
項
 

第
5
項
 

第
7
項

」
を 

「第
73

条
の

27
の

4
第

1 

項

」
に
、 

「   

同
条
 第

2
項
 

第
4
項
 

第
6
項
 

第
8
項

」
を
「同

条
第

2
項

」
に
、
「組

合
又
は
再
開
発
会
社

」
を
「再

開
発
会
社

」 

 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
六
の
二
を
削
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
様
式
第

48
号
の

27 
削
除
 

 
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
八
中
「第

73
条
の

27
の

6
第

1
項

」
を
「第

73
条
の

27
の

5
第

1

項

」
に
改
め
、
「に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

73
条
の

27
の

5
第

2
項

」
を
削
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
九
中
「第

73
条
の

27
の

7
第

1
項

」
を
「第

73
条
の

27
の

6
第

1

項

」
に
、
「同

条
第

3
項

」
を
「同

条
第

2
項

」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
二
十
九
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
八
号
の
三
十
一
ま
で
を
削
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
六
及
び
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
様
式
第

51
号
の

6
及
び
様
式
第

51
号
の

7 
削
除
 

 
 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
八
中
「第

11
条
の

4
第

5
項

」
を
「第
11

条
の

4
第

3
項

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
中 

「   

第
73

条
の

27
の

4 

第
1
項
 

第
3
項
 

第
5
項
 

第
7
項

」
を 

「第
73

条
の

27
の

4
第

1 

項

」
に
、
「組

合
又
は
再
開
発
会
社

」
を
「再
開
発
会
社

」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
の
二
を
削
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
様
式
第

51
号
の

11 
削
除
 

 
 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
二
中
「第

73
条
の

27
の

6
第

1
項

」
を
「第

73
条
の

27
の

5
第

1
項

」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
三
中
「第

73
条
の

27
の

7
第

1
項

」
を
「第

73
条
の

27
の

6
第

1
項

」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
三
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
五
十
一
号
の
十
五
ま
で
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
五
十
二
号
の
二
中
「第

13
条
第

4
項

」
を
「第

13
条
第

3
項

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



第
号

(
第
4
4
条
関
係
)
 

税
特

業
者
指
定
通
知
書
 

 
 

第
 
 
 
 
 
号

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

   

 
 

所
(
所
在
地
)
 

  
 

氏
名
(名

称
) 

 
 
 
 
様

 

  

広
島
県

部
県
税
事
務
所
長
印

 

     
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

申
請

の
税

の
特

業
者

の
指

定
に

つ
い

て

は
，
地
方
税
法
第
1
4
4
条
の
8
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
す
。

 

 

指
定
番
号

 
第
 
 
 
 
号

 

指
定
年
月
日

 
平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 
備

考
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

A
列

4
と

し
，

広
島

県
税

事
務

規
則

別
記

様
式

第
1
1
9

号
の
3
と
複
写
式
に
印

す
る
。

 

 



別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
三
及
び
別
記
様
式
第
六
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



第
号
の

(
第
4
4
条
関
係
)
 

税
特

業
者
指
定

通
知
書

 

第
 
 
 
 
 
号

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

   
 

所
(所

在
地

)
 

  
 
氏

名
(名

称
) 

 
 
 
 
様

 

  

広
島
県

部
県
税
事
務
所
長
印

 

    
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
第
 
 
号
で
指
定
し
た

税
の

特
業
者
の
指
定
に

つ
い
て
は
，
次
の
理
由
に
よ
り

り
し
ま
す
。

 

指
定

年
月
日

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

指
定

し
の

理
 
 
 
 
由

 

 
 

 
(
注

)
 

こ
の
通
知
に
係
る
処
分
に
つ
い
て

が
あ
る
場
合
は
，
こ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

日
か
ら

算
し
て
60日

以
内
に
，
広
島
県
知
事
に
対
し
て

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
 
 
な
お
，

請
求
書
は
，
な
る

く
当
県
税
事
務
所
を
経
由
し
て

出
し
て

さ
い
。

 

 
 
 
 
ま
た
，
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(
広
島
県
知
事
に
対
し
て

請
求
を
し
た
場
合

は
，
当
該

請
求
の

決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日

)
の

日
か
ら

算
し
て

6
か
月
以
内
に

，
広
島
県
を

告
と
し
て
広
島
地
方

所
に
こ
の
処
分
の

し
を
求
め
る

え
を

す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

 
備

考
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

A
列

4
と

し
，

広
島

県
税

事
務

規
則

別
記

様
式

第
1
1
9

号
の
5
と
複
写
式
に
印

す
る
。

 

  



第
号

(
第
4
5
条
関
係
)
 

税
特

業
者
指
定
通
知
書

 

 

第
 
 
 
 
 
号

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

   
 

所
(所

在
地

)
 

  
 
氏

名
(名

称
) 

 
 
 
 
様

 

  
広
島
県

部
県
税
事
務
所
長
印

 
   
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の

税
の
特

業
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
，
地

 

方
税
法
第
1
4
4
条
の
9
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
す
。

 

  

指
定
番
号

 
第

 
 
 
 
号

 

指
定
年
月
日
 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
A
列

4
と
し
，
広
島
県
税
事
務

規
則
別
記
様
式
第
1
1
9

号
の
6
と
複
写
式
に
印

す
る
。

 

  



別
記
様
式
第
六
十
五
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
号
の

(
第
4
5
条
関
係
)
 

税
特

業
者
指
定

通
知
書

 

第
 
 
 
 
 
号

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

  
 

所
(所

在
地

)
 

 
 
氏

名
(名

称
) 

 
 
 
 
様

 

 

広
島
県

部
県
税
事
務
所
長
印

 

   
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
第
 
 
号
で
指
定
し
た

税
の
特

業
者
の
指
定
に
つ

い
て
は
，
次
の
理
由
に
よ
り

り
し
ま
す
。

 

指
定

年
月
日

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

指
定

し
の

 

理
由

 

 
 

 
(
注

)
 

こ
の
通
知
に
係
る
処
分
に
つ
い
て

が
あ
る
場
合
は
，
こ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

日
か
ら

算
し
て
60日

以
内
に
，
広
島
県
知
事
に
対
し
て

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
 
 
な
お
，

請
求
書
は
，
な
る

く
当
県
税
事
務
所
を
経
由
し
て

出
し
て

さ
い
。

 

 
 
 
 
ま
た
，
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
(
広
島
県
知
事
に
対
し
て

請
求
を
し
た
場
合

は
，
当
該

請
求
の

決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日

)
の

日
か
ら

算
し
て

6
か
月
以
内
に

，
広
島
県
を

告
と
し
て
広
島
地
方

所
に
こ
の
処
分
の

し
を
求
め
る

え
を

す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

 
備

考
 

用
紙

の
大

き
さ

は
，

日
本

工
業

規
格

A
列

4
と

し
，

広
島

県
税

事
務

規
則

別
記

様
式

第
1
1
9

号
の
8
と
複
写
式
に
印

す
る
。

 

 



第
二
条 

広
島
県
税
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
七
条
の
二
第
五
号
中
「
第
六
十
四
条
」
の

に
「
（
条
例
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

（
広
島
県
税
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
税
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
広
島
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
三
項
中
「
新
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
」
を
「
広
島
県
税
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
広
島
県
規
則
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
規
則
第
二
十
二
条

の
二
第
四
項
第
二
号
」
に
、
「
第
四
十
一
条
の
十
八
の
三
」
」
を
「
掲
げ
る
寄
附
金
」
」
に
、
「
第
四
十

一
条
の
十
八
の
三
及
び
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則

第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
一
項
」
を
「
掲
げ
る
寄
附
金
（
所
得
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。 

（
広
島
県
税
事
務

規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
税
事
務

規
則
（
昭
和
三
十
五
年
広
島
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に 

改
正
す
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
第
二
項

及
び
第
四
項
」
に
、
「
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二

項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
七
第
三
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
八
第
二
項
並
び
に
法
第
七
十

三
条
の
二
十
七
の
九
第
二
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
二
項
及
び
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
二
項
、
第
四
項
、

第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
十
二
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
七
第
三
項
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七

の
八
第
二
項
並
び
に
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
九
第
二
項
」
を
「
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
四
第
二
項

及
び
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第
二
項
」
に
、
「
（
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
六
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
」
を
「
並
び
に

法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
八
条
の
五
第
二
項
を
削
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
六
号
の
三
及
び
別
記
様
式
第
三
十
六
号
の
四
中 

区
分

区
分

区
分

区
分

始
地

1
用

0 1
2 1

・
1

始
2

店
0 2

2 2
2

始
非

3
事

務
所

0 3
行

2 3
3

工
場

0 4
業

場
2 4

4

0 5
2 5

5

区
分

用
0 6

附
備

2 9
6

立
・

0 1
共

同
0 7

・
非

7

新
築

0 2
そ

の
他

の
0 8

そ
の

他
8

築
0 3

用
附

0 9

改
築

0 4

得
区

分
種

類
構

得

「



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

  

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
七
中
「

地
再
開
発
組
合
又
は

」
及
び
「組

合
又
は

」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
七
の
二
及
び
別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
十
の
二
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
十
一
及
び
別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様
式
第

42
号
の

11
及
び
様
式
第

42
号
の

12 
削
除
 

別
記
様
式
第
四
十
二
号
の
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

様
式
第

42
号
の

14 
削
除
 

別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

区
分

区
分

区
分

区
分

区
分

始
地

1
用

0 1
2 1

・
1

0 3
所

氏
名

記
1

始
2

店
0 2

2 2
2

0 4
納

税
理

人
5

始
非

3
事

務
所

0 3
行

2 3
3

0 7
附

6

工
場

0 4
業

場
2 4

4
0 9

分
記

7

0 5
2 5

5
1 5

記
8

区
分

用
0 6

附
備

2 9
6

9 1

立
・

0 1
共

同
0 7

・
非

7
9 2

新
築

0 2
そ

の
他

の
0 8

そ
の

他
8

9 9

築
0 3

用
附

0 9
9 0

改
築

0 4

〃
7・

8項
(

地
再

開
発

・
金

)

得

そ
の

他

法
73

の
14

・
6

項
(

収
用

)

〃
9項

(
業

地
域

の
備

)税

一
課

税

課
税

除

法
附

則
第

11
条

〃
10項

(
集

地
の

備
)

記

区
分

得
区

分
種

類
構

特
例

 

「
区

分

0 1
所

氏
名

記
1

0 2
納

税
理

人
5

0 3
附

6

0 4
分

記
7

0 5
記

8

0 7

0 8

0 9

1 5

9 1

9 2

税
9 9

そ
の

他
9 0

記

区
分

特
例

課
税

除

一
課

税

法
附

則
第

11
条

法
73の

14・
6項

(
業

代
資

金
)

〃
8項

(収
用

)

〃
14項

(
集

地
の

備
)

〃
13項

(
地

改
法

，
地

)

〃
12項

(
業

地
域

の
備

)

〃
11

項
(

金
融

公
)

〃
9・

10項
(

地
再

開
発

・
金

)

〃
7項

(中
小

企
業

事
業

団
)

」
」



第
号
の

(
第
1
8
条
の
4
関
係

)
 

決
者

 
 

 
担

当
者

年
月

日
決

年
月

日
 
公

印
の

印

承
認

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
 

・
 

・
 

 
 

税
特

業
者
指
定
通
知
決

書
 

 
次
に
よ
つ
て
通
知
す
る
。

 
通

知
番

号
第

号

施
行

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

関
係

都
道

府
県

通
知

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

  
所
(
所
在
地
)
 

   
氏

名
(名

称
) 

広
島

県

公
告

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

    

広
島
県

部
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
申

請
の

税
の

特
業

者
の

指
定

に
つ

い
て

は
，

地

方
税
法
第
1
4
4
条
の
8
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
す
。

 

      

指
定
番
号

 
第

 
 
 
 
号

 

 

指
定
年
月
日
 

 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
4
と
し
，
県
税
規
則
別
記
様
式
第

6
4
号
と
複
写
式
に
印

す
る
。

 



別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
五
及
び
別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



第
号
の

(
第
1
8
条
の
4
関
係

)
 

決
者

 
 

 
担

当
者

年
月

日
決

年
月

日
公

印
の

印
承

認

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
 

・
 

・
 

 
 

税
特

業
者
指
定

通
知
決

書
 

 
次
に
よ
つ
て
通
知
す
る
。

 
通

知
番

号
第

号

施
行

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

関
係

都
道

府
県

通
知

年
月

日
平

成
 

 
年

 
月

 
日

  
所
(
所
在
地
)
 

   
氏

名
(名

称
) 

広
島

県

公
告

年
月

日
平

成
 

 
年

 
月

 
日

       

広
島
県

部
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

第
 

 
号

で
指

定
し

た
税

の
特

業
者

の
指

定
に

つ

い
て
は
，
次
の
理
由
に
よ
り

り
し
ま
す
。

 

 

指
定

年
月
日

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

指
定

し
の

 

理
 
 
 
 
由

 
 

 

 
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
A
列

4
と
し
，
県
税
規
則
別
記
様
式
第
6
4
号
の

3
と
複
写
式
に

印
す
る
。
 



第
号
の

(
第
1
8
条
の
5
関
係

)
 

決
者

 
 

 
担

当
者

年
月

日
決

年
月

日
公

印
の

印
承

認

 
 

 
 

 
 

 
・

 
・

 
 

・
 

・
 

 
 

税
特

業
者
指
定
通
知
決

書
 

 
次
に
よ
つ
て
通
知
す
る
。

 
通

知
番

号
第

号

施
行

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

関
係

都
道

府
県

通
知

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

総
務

大
臣

告
年

月
日

平
成

 
年

 
月

 
日

  
所
(
所
在
地
)
 

   
氏

名
(名

称
) 

広
島

県

公
告

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

     

広
島
県

部
県
税
事
務
所
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平
成

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

申
請

の
税

の
特

業
者

の
指

定
に

つ
い

て
は

，
地

 
方
税
法
第
1
4
4
条
の
9
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
す
。

 

      

指
定
番
号

 
第
 
 
 
 
号

 

指
定
年
月
日
 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

 
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

A
列
4
と
し
，
県
税
規
則
別
記
様
式
第

6
5
号
と
複
写
式
に
印

す
る
。

 



別
記
様
式
第
百
十
九
号
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



第
号
の

(
第
1
8
条
の
5
関
係

)
 

次
 
 
長
 

課
長

 
係

長
 

係
担

当
者

年
月

日
決

年
月

日
 

公
印

の

印
承

認

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   

   
 
 

 
・

 
・

 
 

 

税
特

業
者
指
定

通
知
決

書
 

 
次
に
よ
つ
て
通
知
す
る
。

 
通

知
番

号
第

号

施
行

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

関
係

都
道

府
県

通
知

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

総
務

大
臣

告
年

月
日

平
成

 
年

 
月

 
日

  
所

(
所
在

地
)
 
 

 
 

 

  
氏

名
(名

称
) 

広
島

県

公
告

年
月

日
平

成
 

年
 

月
 

日

  

広
島
県

部
県
税
事
務
所
長

 

       
平

成
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

第
 

 
号

で
指

定
し

た
税

の
特

業
者

の
指

定
に

つ

い
て

は
，

次
の

理
由

に
よ

り
り

し
ま

す
。

 

 指
定

年
月
日

 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

指
定

し
の

 

理
 
 
 
 
由

 

 
 
 

 

    

 
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格

列
4
と
し
，
県
税
規
則
別
記
様
式
第

6
5
号
の

3
と
複
写
式

に
印

す
る
。

 



附 

則 
（
施
行

日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日 

二 

第
一
条
中
広
島
県
税
規
則
第
十
二
条
の
改
正
規
定 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日 

三 

第
一
条
中
広
島
県
税
規
則
第
二
十
二
条
の
二
及
び
別
記
様
式
第
三
十
八
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
三

条
の
規
定 

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日 

（

様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
規
則
及
び
広
島
県
税
事
務

規
則
に
よ
る
様
式
に
よ
り

成

さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の

に
県
の
在

に
係
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
広

島
県
税
規
則
及
び
広
島
県
税
事
務

規
則
に
よ
る
様
式
に
よ
り

成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の

、

き

き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 


